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募
集
・
申
請

平
成　

年
度
大
隅
肝
属
地

区
消
防
組
合
消
防
職
員
を

募
集

●
職
種
＝
消
防
職
員

●
採
用
人
数
＝
若
干
名

● 

受
験
資
格
＝
次
の
す
べ
て
の
条

件
を
満
た
す
人

① 

昭
和
62
年
４
月
２
日
か
ら
平
成

６
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
人
で
、
高
等
学
校
卒
業
以
上

の
学
歴
を
有
す
る
人（
平
成
24

年
３
月
卒
業
見
込
み
を
含
む
）

② 

普
通
自
動
車
免
許（
マ
ニ
ュ
ア

ル
車
）、
大
型
自
動
車
免
許
を

有
し
て
い
る
か
又
は
採
用
後
免

許
取
得
が
で
き
る
人

③
身
体
条
件

○
身
長
＝
男
子
１
６
０
㎝
以
上

　
　
　
　

女
子
１
５
５
㎝
以
上

○
体
重
＝
男
子
50
㎏
以
上

　
　
　
　

女
子
45
㎏
以
上

○ 

視
力
＝
両
眼
と
も
裸
眼
視
力
0.3

以
上
、
色
覚
正
常

○
聴
力
＝
左
右
正
常

○ 

そ
の
他
＝
消
防
業
務
に
十
分
耐

え
う
る
体
力
を
有
す
る
人

●
試
験
方
法

○ 

第
一
次
試
験
＝
教
養
試
験
、
消

防
適
性
検
査
、
作
文
試
験
、
体

力
検
査

○
第
二
次
試
験
＝
面
接
試
験

※
第
一
次
試
験
合
格
者
の
み
実
施

● 

試
験
日
時
＝
９
月
18
日（
日
）

８
時
40
分
〜

● 

試
験
会
場
＝
大
隅
肝
属
地
区
消

防
組
合
消
防
本
部

● 

受
付
期
間
＝
８
月
１
日（
月
）

〜
19
日（
金
）

● 

申
込
方
法
＝
大
隅
肝
属
地
区
消

防
組
合
消
防
本
部
総
務
課
、
各

消
防
署
及
び
各
分
署
に
準
備
し

て
あ
る
受
験
申
込
書
に
記
入

し
、
直
接
持
参
又
は
送
付
し
て

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】　

　

〒
８
９
３ｰ

０
０
１
５

　

鹿
屋
市
新
川
町
８
０
０
番
地

　

大
隅
肝
属
地
区
消
防
組
合

　

☎
０
９
９
４ｰ

41ｰ

７
１
８
２

「
高
齢
者
寝
具
洗
濯
乾
燥
消

毒
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
の
利

用
者
を
募
集

　

寝
た
き
り
の
高
齢
者
に
、
清
潔

で
快
適
な
生
活
を
送
っ
て
も
ら
う

た
め
、「
高
齢
者
寝
具
洗
濯
乾
燥

消
毒
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
の
利
用
者

を
募
集
し
ま
す
。

● 

内
容
＝
寝
具（
掛
布
団
、
敷
布

団
及
び
毛
布
各
１
枚
）の
洗
濯
、

乾
燥
及
び
消
毒

● 

対
象
者
＝
次
の
す
べ
て
の
条
件

を
満
た
す
人

○ 

市
内
に
居
住
し
住
民
登
録
を
有

す
る
65
歳
以
上
の
人

○ 

市
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る

人
○ 

要
介
護
４
又
は
５
の
認
定
を
受

け
、
在
宅
生
活
を
し
て
い
る
人

●
利
用
料
＝
無
料

● 

申
請
期
間
＝
８
月
１
日（
月
）

〜
31
日（
水
）

※ 

寝
具
の
洗
濯
等
の
実
施
日
は
、

日
程
調
整
の
う
え
決
定
し
ま

す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

　

市
高
齢
福
祉
課

　
（
１
階
⑦
番
窓
口
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
１
６

定
基
準
の
ラ
ン
ク
Ⅰ
、
Ⅱ
ａ
、

Ⅱ
ｂ
の
人

○ 

20
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
要
介
護

障
害
者
を
介
護
し
て
い
る
場
合

① 

要
介
護
障
害
者
、
介
護
者（
受

給
対
象
者
）
が
、
８
月
１
日
現

在
、
鹿
屋
市
に
引
き
続
き
１
年

以
上
居
住
し
住
民
登
録
を
有
し

て
い
る
こ
と

② 

平
成
23
年
２
月
２
日
以
前
か
ら

特
別
障
害
者
手
当
を
受
給
し
て

い
る
要
介
護
障
害
者
を
、
同
居

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
状
態
で
継

続
し
て
６
か
月
以
上
、
在
宅
で

介
護
し
て
い
る
人

※ 

所
得
制
限
等
で
特
別
障
害
者
手

当
を
受
給
し
て
い
な
い
障
害
者

を
在
宅
で
介
護
し
て
い
る
人
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※ 

介
護
保
険
の
認
定
を
受
け
て
い

な
い
要
介
護
障
害
者
に
つ
い
て

は
、
日
常
生
活
に
つ
い
て
後
日

調
査
に
伺
い
ま
す
。

③ 

８
月
１
日
の
資
格
認
定
日
に
、

在
宅
で
介
護
し
て
い
る
人

次
の
人
は
受
給
対
象
者
で
は
あ
り

ま
せ
ん

□ 

平
成
23
年
２
月
２
日
以
降
、
延

べ
３
か
月
以
上
の
長
期
入
院

（
入
所
）を
し
た
要
介
護
障
害
者

介
護
慰
労
金
手
続
き
の
お

知
ら
せ
〜
平
成　

年
度
第

１
回
目
受
付
〜

● 

受
給
対
象
者
＝
次
の
す
べ
て
の

要
件
を
満
た
す
人

○ 

65
歳
以
上
の
要
介
護
高
齢
者
を

介
護
し
て
い
る
場
合

① 

要
介
護
高
齢
者
、
介
護
者（
受

給
対
象
者
）が
、
８
月
１
日
現

在
、
鹿
屋
市
に
引
き
続
き
１
年

以
上
居
住
し
住
民
登
録
を
有
し

て
い
る
こ
と

② 

65
歳
以
上
で
、
平
成
23
年
２
月

２
日
か
ら
要
介
護
２（
重
度
認

知
症
に
限
る
）、
要
介
護
３
、

要
介
護
４
、
要
介
護
５
の
認
定

を
受
け
て
い
る
人
を
、
同
居
又

は
こ
れ
に
準
ず
る
状
態
で
継
続

し
て
６
か
月
以
上
、
在
宅
で
介

護
し
て
い
る
人

③ 

８
月
１
日
の
資
格
認
定
日
に
、

在
宅
で
介
護
し
て
い
る
人

次
の
人
は
受
給
対
象
者
で
は
あ
り

ま
せ
ん

□ 

平
成
23
年
２
月
２
日
以
降
、
延

べ
３
か
月
以
上
の
長
期
入
院

（
入
所
）を
し
た
要
介
護
高
齢
者

□ 

要
介
護
２
の
人
で
介
護
保
険
法

に
基
づ
く
要
介
護
認
定
申
請
に

係
る
認
定
調
査
票
及
び
主
治
医

の
意
見
書
に
お
い
て
、
認
知
症

高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度
判

●
支
給
額（
一
人
当
た
り
）

① 

要
介
護
４
、
要
介
護
５
の
要
介

護
高
齢
者
＝
年
額
６
万
円

② 

要
介
護
２（
重
度
認
知
症
に
限

る
）、
要
介
護
３
の
要
介
護
高

齢
者
＝
年
額
３
万
円

③
要
介
護
障
害
者
＝
年
額
３
万
円

● 

申
請
時
に
必
要
な
も
の
＝
申

請
書（
民
生
委
員
の
証
明
が
必

要
）、
介
護
者
名
義
の
預
金
通

帳
、介
護
保
険
被
保
険
者
証（
要

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
の

み
）

● 

申
請
期
間
＝
８
月
１
日（
月
）

〜
31
日（
水
）

● 

申
請
方
法
＝
直
接
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

　

市
高
齢
福
祉
課　

　
（
１
階
⑦
番
窓
口
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
１
６

　

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

23

23

　市では、新築市営住宅への入居者を募集します。詳細については、お問い合わせください。

●団 地 名　細山田東市営住宅
●住　　所　鹿屋市串良町細山田4798番地4
●募集戸数　
　○３ＤＫ・・・ ４戸（２階）
●応募資格　次のすべての要件を満たしていること
　○持ち家がないこと
　○現在、住宅に困っていること
　○市税を滞納していないこと
　○同居できる親族がいること
　○入居者全員の年間総収入が次の収入基準額内で
　　あること
●そ の 他　応募方法など詳しくは、お問い合わせく
　　　　　　ださい。

●収入基準額　
　年間の総収入額（給与所得の場合の総収入額）
が次の基準額以下であること

世帯数
総収入

一般世帯 裁量階層世帯
２人 3,511,999 円 4,363,999 円
３人 3,995,999 円 4,835,999 円
４人 4,471,999 円 5,311,999 円
５人 4,947,999 円 5,787,999 円

※ 裁量階層世帯とは、60 歳以上の高齢者世帯、身
体障害者等の世帯、小学校就学前の子どものいる
世帯、その他特に居住の安定を図る必要のある世
帯です。

【問い合わせ・応募先】市建築住宅課（４階）☎0994-31-1129

新築市営住宅への入居者を募集します

●基調講演　
　「信頼と共感が生み出す新しい時代と新しい鹿屋市」
　講師　鹿児島大学教育学部　社会教育学
　　　　准教授　金子 満 先生
●インタビューダイアローグ
　「豊かな地域力をはぐくむために」

【問い合わせ】　市生涯学習課（６階）　☎ 0994-31-1138

●日時
　8月13日(土)　　　
　14:00～17:00
●場所
　リナシティかのや
　３階ホール

 　災害の多い国としてわたしたちは、古来から協力して生きていくことを学んできました。しかし、あ

わただしい現代社会に生きるわたしたちは、いつしか効率や個人の利益等を追求するようになり、地域

社会と個人の利益の衝突や軋
あつ

轢
れき

は、結果として地域社会の力を弱体化させつつあります。こうした地域

社会の弱体化に対する危機感は、東日本大震災以後、より明確な形でわたしたちに迫りつつあります。

　競争社会から共生社会へ、「信頼」「協調」「ネットワーク」という言葉をキーワードにしながら、あら

ためてまちづくりの原点や鹿屋市の展望について皆さん一緒に考えてみませんか。

豊かな地域力をはぐくむ社会教育推進事業特別フォーラムを開催豊かな地域力をはぐくむ社会教育推進事業特別フォーラムを開催

～競争社会から共生社会へ、関係性が生み出す新しいまちづくり～～競争社会から共生社会へ、関係性が生み出す新しいまちづくり～
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